
     厚真町地域貢献活動に対する評価について 
 

１． 対象行為 

評価の対象となる地域貢献活動は、厚真町内において行われた自主的な活動の内、次に掲げる 

活動とします。なお、具体例は別途例示しますので参考にしてください。 

（１） 災害対応活動 

暴風、豪雨、洪水、地震等の自然災害事象（天災）が発生した際に行う道路や河川のパ

トロール、道路管理者等への被災個所の通報、住民への注意喚起など、被害を未然に防ぐ

ための活動のほか、被災者に対して行う生活物資の提供や住宅の応急修理などの支援活動

とします。 

（２） 除雪活動 

 近隣自治会の除雪作業に対する役務や除排雪車両の提供、自らで除雪作業を行うことが

できない近隣住民のボランティア除雪活動などの除雪活動などの除雪支援活動とします。 

（３） クリーンアップ活動等 

 交通安全運動など地域の安全・安心なまちづくりに寄与する活動や、道路や河川など公

共施設の清掃、通学路の環境美化活動など、地域住民の生活環境の向上に寄与する活動と

します。 

（４） インターシップの受入れ 

 学校、教育委員会等からの依頼を受けて、学生・生徒を受け入れ、受け入れ期間中に受

入業者の責任のもとで自社の従業員等が指導を行い、学生・生徒の望ましいい職業観の育

成や建設産業への関心を深めるなどのインターシップに企業としての協力する活動とし

ます。 

 

２． 対象と認めるための条件 

地域貢献活動を行った場合にあっても、地域貢献度実績となるものは、次に掲げる条件をすべ 

て満たす場合に限るものとします。 

（１） 自主的な非営利活動であること 

 防災協定に基づく出勤であっても、無償又は、実費で行う場合は対象としますが、協議

等により工事費用の支払いが発生した場合には対象になりません。また、請負契約等に基

づいて行うなど、営業活動である場合は対象になりません。 

（２） 企業としての取組であること 

 被災地の支援活動や地元地域のクリーンアップ活動などに、従業員や会社の役員が個人

的に参加した場合は対象になりませんが、会社全体として取組でいる場合には対象としま

す。 

（３） 実際の活動実績があり、地域に貢献する活動であると認められること 

 地元地域のために行う活動で、地域住民から高い評価を得るなど、地域貢献活動として

社会的にみとめられる活動である場合は対象とします。なお、農債協定等を締結している



だけで、活動の実績が無い場合は対象としません。 

（４） 活動内容が客観的に確認できること 

 活動内容と関連のある団体から証明書や、関係者からの感謝（別途書面で得ることが困

難な場合は、申請書への証明でも可）などにより、地域に貢献した活動であったことが客

観的に確認できる場合にのみ対象とします。 

３． 提出書類 

   地域貢献活動実施報告書（案）に地域に貢献する活動であったことを関係者が証する書面、 

活動の実施状況を客観的に判断できる書類のほか、参考となる写真等を添付し、事後審査型条 

件付き一般競争入札参加確認申請書と一緒に提出してください。また関係者からの証明を別途 

書面で得ることが困難な場合は、適宜申請書の証明欄を利用してください。 

 

４． その他 

   非営利目的で自主的に行い、対象行為に該当する活動であっても、所有者の承諾を得ないで 

勝手に行うなど、違法又は不当な行為である場合は対象となりませんので、関係者との意思 

疎通を十分に図ってください。 

   また、当該活動に起因して関係者との間で紛争になるなど、地域に貢献した活動であると認 

められない事項が生じた場合は、地域貢献活動と認めない場合がありますので注意してくださ 

い。 

 


